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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ異なる周波数によって実現される通信チャネルであるコントロールチャネルと
サービスチャネルとを用いて複数の通信装置が直接無線通信を実施し、かつ、前記コント
ロールチャネルを用いた通信を実施すべき時間帯であるコントロールチャネル時間帯と、
前記サービスチャネルを用いた通信を実施すべき時間帯であるサービスチャネル時間帯の
２種類の通信時間帯が、交互に切り替わるように設定されている移動体通信システムで用
いられる前記通信装置であって、
　クロック生成器から逐次出力されるクロック信号に基づいて現在の時刻を保持する時刻
保持部（Ｆ１）と、
　前記時刻保持部が保持している時刻を、所定の基準時刻に同期させるために用いられる
情報である同期用情報を取得する同期用情報取得部（Ｆ３）と、
　前記同期用情報取得部が取得した前記同期用情報に基づいて、前記時刻保持部が保持し
ている時刻と前記基準時刻との誤差が小さくなるように、前記時刻保持部が保持している
時刻を補正する時刻補正部（Ｆ４）と、
　前記時刻保持部が保持している時刻に基づいて前記通信時間帯が切り替わるタイミング
である切替タイミングを特定するとともに、前記切替タイミングと前記時刻保持部が保持
している時刻に基づいて前記通信時間帯が切り替わったか否かを判定する時間帯判定部（
Ｆ２１）と、
　前記時間帯判定部が特定した前記切替タイミングで、送受信の対象とする通信チャネル
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である送受信対象チャネルを切り替えるチャネル切替部（Ｆ２２）と、
　前記チャネル切替部によって設定されている前記送受信対象チャネルを用いてデータ送
信を実施するとともに、前記切替タイミングの前後における所定の送信禁止時間はデータ
送信を実施しない送信処理部（Ｆ２４）と、
　前記基準時刻に対する前記時刻保持部が保持している時刻の誤差の度合いである誤差量
を評価する誤差量評価部（Ｆ５）と、
　前記誤差量評価部が評価している前記誤差量に応じて前記送信禁止時間を調整する送信
禁止時間調整部（Ｆ６）と、を備え、
　前記送信禁止時間調整部は、前記誤差量評価部が評価している前記誤差量が大きいほど
、前記送信禁止時間を長くすることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記同期用情報取得部は、前記基準時刻に対する精度がそれぞれ異なる複数種類の前記
同期用情報を取得するものであって、
　前記誤差量評価部は、前記時刻補正部が最後に前記補正を実施した際に用いた前記同期
用情報の種類に応じて前記誤差量を評価することを特徴とする通信装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　全地球型航法衛星システムで用いられる測位衛星から送信される電波を受信する測位電
波受信機（２２）と、
　前記移動体通信システムで用いられる他の前記通信装置から送信される、前記基準時刻
において秒が切り替るタイミングであることを通知する信号であるタイミング通知信号を
受信する受信処理部（Ｆ２５）と、を備え、
　前記同期用情報取得部は、前記同期用情報として、前記測位電波受信機が受信した電波
を用いた測位演算の結果として得られる、前記基準時刻における秒の切り替わりのタイミ
ングを示す基準タイミング情報と、前記タイミング通知信号と、を取得するものであって
、
　前記誤差量評価部は、前記時刻補正部が最後に前記補正を実施した際に用いた前記同期
用情報が前記基準タイミング情報である場合には、前記時刻補正部が最後に前記補正を実
施した際に用いた前記同期用情報が前記タイミング通知信号である場合よりも前記誤差量
は小さいと評価することを特徴とする通信装置。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか１項において、
　前記送信処理部が送信しようとしているデータの重要度を取得する重要度取得部（Ｆ２
６）を備え、
　前記送信禁止時間調整部は、前記重要度が高いほど、前記送信禁止時間を長くすること
を特徴とする通信装置。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか１項において、
　前記誤差量評価部は、前記時刻補正部が最後に前記補正を実施してからの経過時間が長
いほど、前記誤差量は大きいと評価することを特徴とする通信装置。
【請求項６】
　請求項１から５の何れか１項において、
　前記同期用情報取得部は、他の前記通信装置が前記サービスチャネルを用いた通信を開
始したことを前記同期用情報として取得し、
　前記時刻補正部は、他の前記通信装置が前記サービスチャネルを用いた通信を開始した
タイミングに基づいて、前記通信時間帯が前記コントロールチャネル時間帯から前記サー
ビスチャネル時間帯へと切り替わったタイミングを特定し、前記時刻保持部が保持してい
る時刻を補正することを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の移動体のそれぞれで用いられる複数の通信装置が直接無線通信を実施
する移動体通信システムで用いられる通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に開示されているように、車両で用いられる通信装置（以降、車両側
装置）が他の通信装置と直接無線通信を実施するための通信規格として、ＷＡＶＥ（Wire
less Access in Vehicular Environments）が知られている。なお、或る車両側装置にと
っての通信相手とは、他の車両側装置や、道路上に存在し、車両側装置と無線通信を実施
することで、当該車両側装置が用いられる車両の乗員に対して所定のサービスを提供する
通信装置（以降、路側機）などである。
【０００３】
　ＷＡＶＥにおいて各通信装置は、コントロールチャネル（以降、ＣＣＨ：Control Chan
nel）とサービスチャネル（以降、ＳＣＨ：Service Channel）の２種類の通信チャネルを
用いて無線通信を行うように規定されている。ＳＣＨは、サービスを提供及び享受するた
めの情報の送受信などに用いられる通信チャネルである。ＣＣＨは、ＳＣＨを用いた通信
を開始するための情報の送受信に用いられる通信チャネルである。
【０００４】
　また、ＷＡＶＥにおいては、ＣＣＨを用いた通信を実施すべき時間帯であるＣＣＨ時間
帯と、ＳＣＨを用いた通信を実施すべき時間帯であるＳＣＨ時間帯とが、所定の時間間隔
（例えば５０ミリ秒毎に）で入れ替わるように設定されている。
【０００５】
　各通信装置は、現時刻がＣＣＨ時間帯であると判断している間は基本的に、送受信の対
象とする通信チャネル（以降、送受信対象チャネル）をＣＣＨに設定し、ＣＣＨを用いた
通信を実施する。また、ＳＣＨを用いた通信を実施する場合には、ＣＣＨ時間帯からＳＣ
Ｈ時間帯に移ったタイミングで送受信対象チャネルをＣＣＨから所望のＳＣＨに切り替え
る。そして、ＳＣＨ時間帯が終了するタイミングで、送受信対象チャネルをＣＣＨに切り
戻す。
【０００６】
　現時刻がＣＣＨ時間帯に該当するかＳＣＨ時間帯に該当するかは、それぞれの通信装置
が保持している時刻情報に基づいて通信装置毎に判断される。仮にデータを送信しようと
している通信装置（以降、送信側装置）と、当該データを受信すべき通信装置（以降、受
信側装置）のそれぞれにおける時刻情報がずれていると、送受対象チャネルを切り替える
タイミングもまたずれてしまい、通信の失敗が生じうる。なお、ここでの通信の失敗とは
、送信側の通信装置が送信したデータが、受信側の通信装置で受信されない事象を指す。
【０００７】
　時刻情報のズレを抑制するために、各車両側装置は、ＧＮＳＳ受信機から１秒毎に出力
されるＰＰＳ信号（ＰＰＳ：Pulse Per Second）や、路側機から配信される、秒が切り替
わるタイミングを通知するＴＡフレーム（ＴＡ：Timing Advertisement）を用いて、自分
自身が保持している時刻情報を所定の基準とする時刻に同期させる処理（以降、同期処理
）を実施する。
【０００８】
　なお、ＧＮＳＳ受信機とは、公知の全地球型航法衛星システム（以降、ＧＮＳＳ：Glob
al Navigation Satellite System）で用いられる衛星であるＧＮＳＳ衛星からの電波を受
信する装置である。ＧＮＳＳ受信機は、ＧＮＳＳ衛星からの電波を受信している場合、Ｐ
ＰＳ信号を１秒毎に出力する。
【０００９】
　また、ＷＡＶＥでは、ＳＣＨ時間帯やＣＣＨ時間帯といった通信時間帯が切り替わるタ
イミングの前後には、データの送信を禁止する時間帯（以降、ガードインターバル）が設
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定されている。これは、通信時間帯の切り替わりの直前及び直後は、各通信装置が保持し
ている時刻情報の誤差に起因して、送信側装置と受信側装置とで送受信対象チャネルが不
一致となっている可能性があるためである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１１／０１２８８４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従来、ガードインターバルの継続時間は固定値であって、ＣＣＨ時間帯やＳＣＨ時間帯
の２５分の１程度の長さ（例えば２ミリ秒）となっている。このような従来構成において
は、各通信装置が保持している時刻が基準時刻に対してずれている量（以降、同期誤差量
）が、固定されたガードインターバルの継続時間よりも短い場合には、時刻情報のずれに
起因する通信の失敗は生じにくい。
【００１２】
　しかしながら、必ずしも同期誤差量が、その固定されたガードインターバルの継続時間
未満に収まっているとは限らない。例えば、ＴＡフレームを用いた同期処理によって得ら
れる時刻情報の精度は、ＰＰＳ信号に基づいた同期処理によって得られる時刻情報よりも
相対的に悪い。ＴＡフレームを用いた同期処理を実施している場合には、同期誤差量がガ
ードインターバルの長さを超過している場合もあり得る。
【００１３】
　もちろん、各車両側装置が相対的に精度の高いＰＰＳ信号を用いて同期処理を実施して
いることが好ましいが、車両側装置が必ずしもＰＰＳ信号を取得できる環境に存在すると
は限らない。トンネル内など、ＧＮＳＳ受信機がＧＮＳＳ衛星からの電波を受信できない
環境においては、ＰＰＳ信号を用いた同期処理は実施できなくなってしまう。
【００１４】
　また、車両側装置の周辺にサービス提供端末が存在しない場合には、当該車両側装置は
ＴＡフレームによる同期処理も実施できない。つまり、車両側装置が同期処理を実施でき
ない環境に存在することも十分に想定される。当然、車両側装置が同期処理を実施できな
い環境に存在する場合には、最後に同期処理を実施してから時間が経過するほど、同期誤
差量は増大していく。
【００１５】
　すなわち、同期処理に用いた情報の種類や、最後に同期処理を実施してからの経過時間
等によって、同期誤差量が、予め設定されているガードインターバルの継続時間を超過す
る状況も生じうる。同期誤差量が固定されたガードインターバルの長さよりも長い場合、
同期誤差量がガードインターバルで相殺されずに、送信側装置と受信側装置とで送受信対
象チャネルの不整合が発生し、通信が失敗してしまう恐れが高まる。
【００１６】
　本発明は、この事情に基づいて成されたものであり、その目的とするところは、通信装
置が保持している時刻情報の誤差に起因して、通信が失敗する恐れを低減できる通信装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　その目的を達成するための本発明は、複数の通信装置が、それぞれ異なる周波数によっ
て実現される通信チャネルである、少なくとも１つのコントロールチャネルと複数のサー
ビスチャネルとを用いて直接無線通信を実施し、かつ、コントロールチャネルを用いた通
信を実施すべき時間帯であるコントロールチャネル時間帯と、サービスチャネルを用いた
通信を実施すべき時間帯であるサービスチャネル時間帯とが、交互に切り替わるように設
定されている移動体通信システムで用いられる通信装置であって、クロック生成器から逐
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次出力されるクロック信号に基づいて現在の時刻を保持する時刻保持部（Ｆ１）と、時刻
保持部が保持している時刻を、所定の基準時刻に同期させるために用いられる情報である
同期用情報を取得する同期用情報取得部（Ｆ３）と、同期用情報取得部が取得した同期用
情報に基づいて、時刻保持部が保持している時刻と基準時刻との誤差が小さくなるように
、時刻保持部が保持している時刻を補正する時刻補正部（Ｆ４）と、時刻保持部が保持し
ている時刻に基づいて時間帯が切り替わるタイミングである切替タイミングを特定すると
ともに、切替タイミングと時刻保持部が保持している時刻に基づいて時間帯が切り替わっ
たか否かを判定する時間帯判定部（Ｆ２１）と、時間帯判定部が特定した切替タイミング
で、送受信の対象とする通信チャネルである送受信対象チャネルを切り替えるチャネル切
替部（Ｆ２２）と、チャネル切替部によって設定されている送受信対象チャネルを用いて
データ送信を実施するとともに、切替タイミングの前後所定の送信禁止時間は、データ送
信を実施しない送信処理部（Ｆ２４）と、基準時刻に対する時刻保持部が保持している時
刻の誤差の度合いである誤差量を評価する誤差量評価部（Ｆ５）と、誤差量評価部が評価
している誤差量に応じて送信禁止時間を調整する送信禁止時間調整部（Ｆ６）と、を備え
、送信禁止時間調整部は、誤差量評価部が評価している誤差量が大きいほど、送信禁止時
間を長くすることを特徴とする。
【００１８】
　以上の構成では、誤差量評価部が、時刻保持部が保持している時刻の基準時刻に対する
誤差量を評価し、禁止時間調整部は、誤差量評価部が評価している誤差量が大きいほど、
送信禁止時間を長くする。また、送信処理部は、時間帯判定部が特定した切替タイミング
の前後、送信禁止時間はデータの送信を実施しない。つまり、送信処理部は、時間帯判定
部によって通信時間帯が切り変わったと判断された場合であっても、すぐにはデータを送
信せずに、送信禁止時間が経過してから送信する。
【００１９】
　以上の構成によれば、誤差量評価部が評価している誤差量が大きいほど、送信処理部は
、時間帯判定部が通信時間帯は切り変わったと判断してからデータを送信し始めるまでの
間隔は長くなる。言い換えれば、データの送信は通信時間帯の中央付近で実施されるよう
になる。
【００２０】
　通信時間帯に切り替わった直前及び直後は、送信側装置と受信側装置とで送受信対象チ
ャネルが不一致となっている可能性が相対的に高い一方、通信時間帯の中央付近では、送
信側装置と受信側装置とで送受信対象チャネルが一致している可能性が高い。通信時間帯
の中央付近では、各通信装置での時刻情報のずれに伴う送受信対象チャネルの不整合が解
消されていることが期待できるためである。
【００２１】
　したがって、以上の構成によれば、通信装置が保持している時刻情報の誤差に起因して
、通信が失敗する恐れを低減できる。
【００２２】
　なお、特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述する実施形態
に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲を限定するも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施形態に係る移動体通信システム１００の概略的な構成を示す図である。
【図２】通信時間帯について説明するための概念図である。
【図３】路側機１の概略的な構成の一例を示す図である。
【図４】車両側装置２の概略的な構成の一例を示す図である。
【図５】車両側制御部２１の概略的な構成の一例を示す図である。
【図６】車両側ＷＡＶＥ通信部２３の概略的な構成の一例を示す図である。
【図７】通信制御部２３４の概略的な構成の一例を示す図である。
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【図８】基準時刻に対する車両時刻の誤差量とＧＩ継続時間との関係を説明するための図
である。
【図９】ＧＩ決定部Ｆ６の作動を説明するための図である。
【図１０】ＧＩ決定部Ｆ６の作動を説明するための図である。
【図１１】送受信処理部Ｆ２の概略的な構成の一例を示す図である。
【図１２】実施形態の作動及び効果を説明するための図である。
【図１３】変形例１におけるＧＩ決定部Ｆ６の作動を説明するための概念図である。
【図１４】変形例３におけるＧＩ決定部Ｆ６の作動を説明するための概念図である。
【図１５】変形例４における時刻補正部Ｆ４の作動を説明するための概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　［実施形態］
　以下、本発明の実施形態について図を用いて説明する。図１は、本実施形態に係る移動
体通信システム１００の概略的な構成の一例を示す図である。図１に示すように、移動体
通信システム１００は、所定のサービスプロバイダによって管理されている通信装置であ
る路側機１と、複数の車両のそれぞれで用いられる通信装置である複数の車両側装置２を
備える。
【００２５】
　ここでのサービスプロバイダとは、車両側装置２を利用しているユーザに対して、所定
のサービスを提供する存在（例えば、会社や店舗、公的機関等）である。なお、図１では
路側機１を１つしか示していないが、複数存在してもよい。
【００２６】
　＜移動体通信システム１００の概要構成＞
　路側機１及び複数の車両側装置２のそれぞれは、ＷＡＶＥ（Wireless Access in Vehic
ular Environment）の規格に準拠して直接的に無線通信を実施するように構成されている
。便宜上、以降では、ＷＡＶＥの規格に準拠した無線通信をＷＡＶＥ通信と称する。
【００２７】
　ＷＡＶＥでは、１つのコントロールチャネルと、複数（例えば６つ）のサービスチャネ
ルが、通信チャネルとして割り当てられている。コントロールチャネル、及び、複数のサ
ービスチャネルは、それぞれ異なる周波数によって実現される。なお、コントロールチャ
ネルや複数のサービスチャネルは、５．８ＧＨｚ帯や５．９ＧＨｚ帯、２．４ＧＨｚ帯に
属する周波数を用いて実現されればよい。もちろん、その他の周波数帯に属する周波数を
用いて実現されても良い。
【００２８】
　サービスチャネルは、車両側装置２と路側機１とが、サービスを提供及び利用するため
の情報を送受信するために用いられる通信チャネルである。また、サービスチャネルは、
各車両側装置２が周知の車車間通信を実施するための通信チャネルとしても利用される。
なお、複数のサービスチャネルのそれぞれには固有の番号（以降、チャネル番号）が付与
されており、各サービスチャネルは、そのサービスチャネルに設定されているチャネル番
号によって区別されればよい。
【００２９】
　コントロールチャネルは、路側機１が車両側装置２と所定のサービスチャネルを用いた
通信を開始するためのメッセージであるＷＳＡ（Wave Service Advertisement）の配信等
に用いられる通信チャネルである。ＷＳＡには、路側機１が提供するサービスの種別を示
すサービス種別情報や、複数のサービスチャネルのうち、サービスの提供に利用するサー
ビスチャネルを指定するチャネル情報などが含まれている。
【００３０】
　また、ＷＡＶＥにおいては、図２に示すように、コントロールチャネルを用いた通信を
実施すべき時間帯であるＣＣＨ時間帯と、ＳＣＨを用いた通信を実施すべき時間帯である
ＳＣＨ時間帯とが、所定の時間間隔で入れ替わるように設定されている。ここでは一例と
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して、ＣＣＨ時間帯とＳＣＨ時間帯は５０ミリ秒ごとに入れ替わるように設定されている
ものとする。
【００３１】
　なお、ＣＣＨは、コントロールチャネル（Control Channel）を略した表記であり、Ｓ
ＣＨは、サービスチャネル（Service Channel）を略した表記である。以降では、ＣＣＨ
時間帯とＳＣＨ時間帯とを互いに区別しない場合には、通信時間帯とも記載する。ＣＣＨ
時間帯が請求項に記載のコントロールチャネル時間帯に相当し、ＳＣＨ時間帯が請求項に
記載のサービスチャネル時間帯に相当する。
【００３２】
　車両側装置２は、複数の通信チャネルを同時には利用できないように構成されている。
車両側装置２は、ＷＡＶＥにおいて規定されている複数の通信チャネルのうち、送受信の
対象とする通信チャネル（以降、送受信対象チャネル）を順次切り替えて運用することで
、コントロールチャネルによる通信や、サービスチャネルによる通信を実施する。
【００３３】
　路側機１もまた、車両側装置２と同様に、送受信対象チャネルに設定できる通信チャネ
ルは１つとなるように構成されている。ただし、他の態様として路側機１は、複数の通信
チャネルを同時に利用可能な構成となっていてもよい。
【００３４】
　ＷＡＶＥにおいて各通信装置は、基本的には、現時刻がＣＣＨ時間帯であると判断して
いる間は、送受信対象チャネルをコントロールチャネルに設定する。つまり、現時刻がＣ
ＣＨ時間帯であると判断している間はコントロールチャネルを用いた通信を実施する。
【００３５】
　また、各通信装置は、所定のサービスチャネルを用いた通信を実施する必要がある場合
には、ＣＣＨ時間帯からＳＣＨ時間帯に移ったタイミングで送受信対象チャネルを、コン
トロールチャネルからそのサービスチャネルに切り替える。そして、ＳＣＨ時間帯が終了
するタイミングで、送受信対象チャネルをコントロールチャネルに切り戻す。
【００３６】
　なお、車両側装置２が所定のサービスチャネルを用いた通信を実施する必要がある場合
とは、例えば、路側機１が提供するサービスを利用する場合や、周辺に存在する他の車両
側装置２と車車間通信を実施する場合などである。また、車両側装置２は、サービスチャ
ネルを用いた通信を実施する必要がない場合には、ＳＣＨ時間帯であっても、送受信対象
チャネルをコントロールチャネルのままとしてもよい。
【００３７】
　各通信装置には、複数の通信装置をそれぞれ識別するための識別コード（以降、装置Ｉ
Ｄ）が設定されている。また、各通信装置が送信するデータには、その送信装置の装置Ｉ
Ｄが含まれており、データを受信した通信装置は、当該データに含まれる装置ＩＤによっ
て送信装置を特定できるようになっている。
【００３８】
　＜路側機１の構成＞
　次に、路側機１の構成及び作動について述べる。路側機１は、後述する基準時刻におけ
る秒の切り替りを通知するＴＡフレーム（ＴＡ：Timing Advertisement）を、１秒毎に送
信する。ＴＡフレームは、車両側装置２が保持している時刻を基準時刻と同期させるため
の情報である。ＴＡフレームはコントロールチャネルを用いて送信されればよい。ＴＡフ
レームが請求項に記載のタイミング通知信号に相当する。
【００３９】
　また、路側機１は、路側機１が形成する無線通信エリア内に存在する車両側装置２と無
線通信を実施し、種々の情報を車両側装置２に送信したり、車両側装置２から種々の情報
を取得したりすることで所定のサービスを提供する。
【００４０】
　路側機１が提供するサービスは、たとえば、有料道路走行時の料金自動収集サービス、
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駐車時の駐車料金自動集取サービス、交通情報配信サービス、位置情報通知サービス、広
告配信サービスなどである。
【００４１】
　路側機１は、路側に固定されていてもよいし、可搬型でもよい。また、路側機１は、車
両などの移動体に搭載されていてもよい。路側機１は、その路側機１が提供するサービス
の内容に適した位置に存在していればよい。例えば、路側機１は、駐車場や、有料道路へ
の出入口等、提供するサービスの種類に応じた位置に設けられていればよい。なお、路側
機１が送信する電波の出力に応じて定まる、路側機１の無線通信エリアは、路側機１が提
供するサービスに応じて設定可能である。
【００４２】
　この路側機１は、図３に示すように路側ＷＡＶＥ通信部１１と、路側制御部１２とを備
える。路側ＷＡＶＥ通信部１１と路側制御部１２は相互通信可能に接続されている。
【００４３】
　路側ＷＡＶＥ通信部１１は、路側機１が形成する無線通信エリア内に存在する車両側装
置２とＷＡＶＥ通信を実施する。路側ＷＡＶＥ通信部１１は、ＷＡＶＥ通信を実施するた
めのアンテナを備え、当該アンテナで受信した信号を復調して路側制御部１２に出力する
とともに、路側制御部１２から入力されたデータを変調し、さらに電波に変換して送信す
る。
【００４４】
　この路側ＷＡＶＥ通信部１１は、コントロールチャネル及び複数のサービスチャネルの
うち、送受信対象チャネルとする通信チャネルを切り替えることができるように構成され
ている。車両側装置２とのコントロールチャネルを用いた通信、および、サービスチャネ
ルを用いた通信の両方ともが、この路側ＷＡＶＥ通信部１１を介して行われる。
【００４５】
　路側ＷＡＶＥ通信部１１は、路側機１自身が保持している時刻情報に基づいて、通信時
間帯の移り変わりを検出し、送受信対象チャネルを切り替える。なお、複数のサービスチ
ャネルのうち、送受信対象チャネルに設定するサービスチャネルは、路側制御部１２から
指示される。
【００４６】
　路側制御部１２は、コンピュータとして構成されており、ＣＰＵ１２１、ＲＡＭ１２２
、ＲＯＭ１２３、Ｉ／Ｏ、およびこれらの構成を接続するバスラインなどを備えている。
ＲＯＭ１２３には、通常のコンピュータを本実施形態における路側制御部１２として機能
させるためのプログラム（以降、路側機用プログラム）や、路側機１に割り当てられてい
る装置ＩＤ等が格納されている。また、ＷＳＡを生成するための情報も、ＲＯＭ１２３に
格納されている。
【００４７】
　路側制御部１２は、上述の路側機用プログラムに対応する種々の処理を実行する。なお
、路側制御部１２が提供する機能の一部又は全部は、一つあるいは複数のＩＣ等を用いて
ハードウェアとして実現してもよい。
【００４８】
　例えば路側制御部１２は、路側ＷＡＶＥ通信部１１に送信させるためのデータを生成す
る。そして、路側ＷＡＶＥ通信部１１に、その生成したデータに対応する通信チャネルで
送信させる。例えば路側制御部１２は、ＷＳＡを生成した場合には、当該ＷＳＡをコント
ロールチャネルで送信させる。
【００４９】
　また、路側制御部１２は、１秒毎に、基準時刻における秒の切り替りを通知するＴＡフ
レームを送信させる。ＴＡフレームは、車両側装置２が保持している時刻を、所定の基準
時刻と同期するために用いられる。このＴＡフレームが請求項に記載の同期用情報の一例
に相当する。
【００５０】
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　ここでの基準時刻とは、各通信装置が本来保持しているべき時刻を指す。ここでは一例
として、基準時刻は、全地球型航法衛星システム（以降、ＧＮＳＳ：Global Navigation 
Satellite System）で用いられる時刻（以降、ＧＮＳＳ時刻）とするが、これに限らない
。基準時刻は、協定世界時（ＵＴＣ：Coordinated Universal Time）であってもよい。さ
らには、移動体通信システム１００において独自に定義された時刻系であってもよい。少
なくとも互いにＷＡＶＥ通信を実施する通信装置間が共通の時刻情報を用いることができ
ればよい。そのため、個々の路側制御部１２が保持する時刻を、その路側機１付近におけ
る基準時刻としてもよい。
【００５１】
　路側制御部１２は、別途、外部に設けられたサーバから、正確な基準時刻を示す情報が
提供される構成とすればよい。また、路側制御部１２は、ＧＮＳＳで用いられるＧＮＳＳ
受信機を備えることで、基準時刻を取得する態様としてもよい。ＧＮＳＳ受信機は、ＧＮ
ＳＳで用いられる衛星（以降、ＧＮＳＳ衛星）から送信される電波を受信することで、Ｇ
ＮＳＳ時刻を取得できるためである。ＧＮＳＳ衛星が請求項に記載の測位衛星に相当する
。
【００５２】
　＜車両側装置２について＞
　次に、車両側装置２の構成及び作動について述べる。車両側装置２が用いられる車両に
は、例えば乗用車、バス、トラックなど、道路を走行する種々の車両が該当する。また、
図１では車両として４輪車を例示しているが、車両は２輪車や３輪車でもよい。２輪車に
は自転車も含まれる。
【００５３】
　なお、本実施形態において車両側装置２は、車両に搭載されている態様とするが、他の
態様として、ユーザによって車両に持ち込まれるものであっても良い。車両に搭載されて
いる態様とは、車両に組み込まれている態様だけでなく、車両に設けられたホルダ等に、
取り外し可能なように取り付けられている態様も含む。
【００５４】
　以降では、車両側装置２が搭載されている車両を自車両とも記載する。車両側装置２は
、例えばイグニッション電源（以降、ＩＧ電源）や車載バッテリーなどの、自車両に搭載
されている電源から供給される電力に基づいて動作すればよい。
【００５５】
　この車両側装置２は、図４に示すように、車両側制御部２１、ＧＮＳＳ受信機２２、及
び車両側ＷＡＶＥ通信部２３を備える。車両側制御部２１は、ＧＮＳＳ受信機２２及び車
両側ＷＡＶＥ通信部２３のそれぞれと相互通信可能に接続されており、車両側装置２全体
の動作を制御する。この車両側制御部２１の詳細については後述する。
【００５６】
　ＧＮＳＳ受信機２２は、前述のＧＮＳＳ衛星からの電波を受信する受信機である。ＧＮ
ＳＳ受信機２２は、内部に時計（以降、内部時計）を備えており、ＧＮＳＳ衛星からの電
波を受信することで、内部時計をＧＮＳＳ時刻と同期させる。具体的には、ＧＮＳＳ衛星
からの電波に基づいて、測位演算を実施する。その測位演算の結果として、正確なＧＮＳ
Ｓ時刻を特定する。
【００５７】
　また、ＧＮＳＳ受信機２２は、ＧＮＳＳ衛星を捕捉している状態においては、１秒毎に
ＰＰＳ信号（ＰＰＳ：Pulse Per Second）を車両側ＷＡＶＥ通信部２３に出力する。ＰＰ
Ｓ信号は、整数秒のタイミング、言い換えれば、秒が切り替わるタイミングを示す信号と
して機能する。このＰＰＳ信号が請求項に記載の基準タイミング情報に相当し、同期用情
報の一例に相当する。また、ＧＮＳＳ受信機が請求項に記載の測位電波受信機に相当する
。
【００５８】
　なお、本実施形態ではＧＮＳＳ受信機２２が、受信した電波に基づいた測位演算処理を
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実施する態様とするが、これに限らない。測位演算処理は、車両側制御部２１や車両側Ｗ
ＡＶＥ通信部２３が実施してもよい。その場合には、その測位演算を実施する機能モジュ
ールから、測位演算の結果として得られるＧＮＳＳ時刻における秒の切り替わりのタイミ
ングを示す情報（つまり、基準タイミング情報）が、後述する同期用情報取得部Ｆ３に提
供されればよい。
【００５９】
　車両側ＷＡＶＥ通信部２３は、ＷＡＶＥ通信を実施するためのアンテナを備え、当該ア
ンテナで受信した信号を復調して車両側制御部２１に出力するとともに、車両側制御部２
１から入力されたデータを変調し、さらに電波に変換して送信する。
【００６０】
　この車両側ＷＡＶＥ通信部２３は、コントロールチャネル及び複数のサービスチャネル
のうち、送受信対象チャネルとする通信チャネルを切り替えることができる構成となって
いる。コントロールチャネルを用いた通信、および、サービスチャネルを用いた通信の両
方ともが、この車両側ＷＡＶＥ通信部２３を介して行われる。
【００６１】
　車両側ＷＡＶＥ通信部２３が送受信対象チャネルを制御する際の態様（以降、チャネル
制御態様）は、路側制御部１２から指示される。チャネル制御態様としては、通信時間帯
の移り変わりに応じて送受信対象チャネルを切り替える態様（以降、交互切替態様）と、
通信時間帯の移り変わりに依らずに、車両側制御部２１から指定された通信チャネルに設
定した状態を保持する態様（以降、チャネル保持態様）等がある。
【００６２】
　車両側ＷＡＶＥ通信部２３は、チャネル制御態様として交互切替態様を採用している場
合、車両側ＷＡＶＥ通信部２３自身が保持している時刻情報に基づいて、通信時間帯の移
り変わりを検出し、送受信対象チャネルを切り替える。なお、複数のサービスチャネルの
うち、ＳＣＨ時間帯において送受信対象チャネルに設定するサービスチャネルは、車両側
制御部２１から指示される。
【００６３】
　チャネル保持態様を採用している場合において送受信対象チャネルに設定すべき通信チ
ャネルもまた、車両側制御部２１から指示される。この車両側ＷＡＶＥ通信部２３の詳細
な構成については、別途後述する。
【００６４】
　車両側制御部２１は、コンピュータとして構成されており、ＣＰＵ２１１、ＲＡＭ２１
２、ＲＯＭ２１３、Ｉ／Ｏ、およびこれらの構成を接続するバスラインなどを備えている
。ＲＯＭ２１３には、通常のコンピュータを本実施形態における車両側制御部２１として
機能させるためのプログラム（以降、車両用プロブラム）や、車両側装置２に割り当てら
れている装置ＩＤ等が格納されている。
【００６５】
　なお、上述の車両用プログラムは、ＲＯＭ等の非遷移的実体的記録媒体（non- transit
ory tangible storage medium）に格納されていればよい。ＣＰＵ２１１が当該車両用プ
ログラムを実行することは、当該車両用プログラムに対応する方法が実行されることに相
当する。
【００６６】
　車両側制御部２１は、上述の車両用プログラムを実行することによって実現する機能ブ
ロックとして、図５に示すようにチャネル制御態様指示部２１Ａ、受信データ取得部２１
Ｂ、及びデータ生成部２１Ｃを備える。なお、車両側制御部２１が実行する機能の一部又
は全部は、一つあるいは複数のＩＣ等を用いてハードウェアとして実現してもよい。
【００６７】
　チャネル制御態様指示部２１Ａは、車両側ＷＡＶＥ通信部２３が実施すべきチャネル制
御態様を決定し、車両側ＷＡＶＥ通信部２３に指示する。例えば、チャネル制御態様指示
部２１Ａは、車車間通信を実施する場合には、チャネル制御態様として交互切替態様を採
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用するように指示する。また、路側機１が提供するサービスを利用する場合には、交互切
替態様や、所定のサービスチャネルを送受信対象チャネルとするチャネル保持態様を採用
するように指示する。
【００６８】
　車車間通信を実施する条件や、路側機１が提供するサービスを利用する条件は適宜設計
されればよい。なお、路側機１が提供するサービスを利用する場合に、送受信対象チャネ
ルとして採用するサービスチャネルは、当該サービスについて通知したＷＳＡに指定され
ているサービスチャネルである。
【００６９】
　受信データ取得部２１Ｂは、車両側ＷＡＶＥ通信部２３が受信したデータを取得する。
例えば、受信データ取得部２１Ｂは、路側機１が送信するＷＳＡや、車車間通信で他車両
から送信されたデータを取得する。
【００７０】
　データ生成部２１Ｃは、ＲＯＭ２１３に格納されているデータや受信データ取得部２１
Ｂが取得したデータに基づいて、車両側ＷＡＶＥ通信部２３に送信させるためのデータを
生成し、車両側ＷＡＶＥ通信部２３に所定の通信チャネルで送信させる。
【００７１】
　より具体的には、生成した送信用のデータに、そのデータの送信する際に設定すべき送
受信対象チャネルを示すチャネル情報を付加したデータを、路側ＷＡＶＥ通信部１１に出
力する。これにより、生成したデータを、所望の通信チャネルで送信させる。
【００７２】
　なお、車両側制御部２１は車両側ＷＡＶＥ通信部２３と共通の時刻情報を用いる構成と
する。データを生成するタイミングは、この時刻情報によって調整されればよい。例えば
車車間通信で他の車両側装置２に対して送信するためのデータは、通信時間帯がＳＣＨ時
間帯となっている時に生成されればよい。
【００７３】
　＜車両側ＷＡＶＥ通信部２３について＞
　次に、車両側ＷＡＶＥ通信部２３の構成について述べる。車両側ＷＡＶＥ通信部２３は
、図６に示すように主として、アンテナ２３１、変復調部２３２、クロック生成器２３３
、通信制御部２３４を備える。変復調部２３２は、アンテナ２３１及び通信制御部２３４
のそれぞれと相互通信可能に接続されている。
【００７４】
　アンテナ２３１は、ＷＡＶＥ通信で用いられる周波数帯の電波を送受信するためのアン
テナである。アンテナ２３１での受信信号は変復調部２３２に提供される。また変復調部
２３２から入力された電気信号を、送受信対象チャネルに対応する周波数の電波に変換し
て空間に放射する。
【００７５】
　変復調部２３２は、アンテナ２３１から入力された受信信号に対して、例えば周知の復
調処理や、アナログデジタル変換処理、復号処理等といった、所定の信号処理を施すこと
で、受信信号からデータを抽出する。抽出したデータは、通信制御部２３４は提供される
。
【００７６】
　また、変復調部２３２は、通信制御部２３４から入力されたベースバンド信号に対して
、符号化や、デジタルアナログ変換処理、変調処理等を施した信号をアンテナ２３１に出
力する。変調後の信号（いわゆる変調信号）は、送受信対象チャネルに対応する周波数の
信号となっている。
【００７７】
　なお、変復調部２３２が備える機能の一部又は全部は、１つ又は複数のＩＣなどを用い
てハードウェア的に実現されてもよいし、ソフトウェア的に実現されても良い。変復調部
２３２が備える機能の一部又は全部は、通信制御部２３４が備えていても良い。
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【００７８】
　クロック生成器２３３は、所定の動作周波数（例えば１０ＭＨｚ）でクロック信号を逐
次出力する。クロック生成器２３３は、所望の動作周波数、及び、周波数精度を有するも
のを用いればよい。例えばクロック生成器２３３としては、水晶発信器や、ルビジウム発
振器などを用いることができる。その他、セラミック発振子や、ＬＣ発振器などを用いて
も良い。クロック生成器２３３が出力したクロック信号は通信制御部２３４に入力される
。
【００７９】
　通信制御部２３４は、ＣＰＵ２３４１、ＲＡＭ２３４２、ＲＯＭ２３４３、Ｉ／Ｏなど
を備えるコンピュータとして構成されている。ＲＯＭ２３４３には、通常のコンピュータ
を通信制御部２３４として機能させるためのプログラム（以降、通信制御プログラム）が
格納されている。
【００８０】
　なお、上述の通信制御プログラムは、ＲＯＭ等の非遷移的実体的記録媒体に格納されて
いればよい。ＣＰＵ２３４１が通信制御プログラムを実行することは、通信制御プログラ
ムに対応する方法が実行されることに相当する。
【００８１】
　通信制御部２３４は、通信制御プログラムを実行することによって実現する機能ブロッ
クとして、図７に示すように時刻保持部Ｆ１、送受信処理部Ｆ２、同期用情報取得部Ｆ３
、時刻補正部Ｆ４、誤差量評価部Ｆ５、及びガードインターバル決定部Ｆ６を備える。通
信制御部２３４が備える機能の一部又は全部は、一つあるいは複数のＩＣ等を用いてハー
ドウェアとして実現してもよい。
【００８２】
　時刻保持部Ｆ１は、クロック生成器２３３から入力されるクロック信号に基づいて現在
の時刻を示す時刻情報を保持する。時刻保持部Ｆ１が保持する時刻（以降、車両時刻）は
、基準時刻に対して、後述する同期処理に用いた同期用情報の種類に応じた誤差や、クロ
ック生成器２３３の周波数精度と最後に同期処理を実施してからの経過時間に応じた誤差
等を含む。
【００８３】
　なお、本実施形態における車両時刻は、通信時間帯の移り変わりを検出するために用い
られる。前述の通り、本実施形態において通信時間帯は５０ミリ秒毎に遷移するものとし
ている。そのため、時刻保持部Ｆ１が保持する時刻情報は、秒の単位に関する情報だけで
もよい。言い換えれば、時刻保持部Ｆ１は、時刻情報として、年月日や時、分の単位の情
報は備えていなくても良い。
【００８４】
　送受信処理部Ｆ２は、車両側制御部２１から入力されたデータを送信したり、変復調部
２３２から入力された受信データを車両側制御部２１に提供したりするための処理を実施
する。この送受信処理部Ｆ２についての詳細は別途後述する。
【００８５】
　同期用情報取得部Ｆ３は、車両時刻を基準時刻に同期させるために用いられる情報であ
る同期用情報を取得する。同期用情報には、ＧＮＳＳ受信機２２から出力されるＰＰＳ信
号や、路側機１から配信されるＴＡフレームなどが該当する。なお、同期用情報取得部Ｆ
３が、同期用情報として取得する情報は、上述した以外の情報であっても良い。同期用情
報は、車両時刻において秒の単位の数字が切り替わるタイミングを、基準時刻において秒
の単位の数字が切り替わるタイミングと一致させるための情報であればよい。
【００８６】
　時刻補正部Ｆ４は、同期用情報取得部Ｆ３が取得した同期用情報を用いて、車両時刻と
基準時刻との誤差が小さくなるように時刻情報を修正する。これを同期処理とも称する。
【００８７】
　なお、一般的に、ＰＰＳ信号が出力されるタイミングと基準時刻との誤差は、非常に小
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さい。また、ＧＰＳ電波を継続的に捕捉している時間が長くなるほど、相対的に精度は高
くなっていく。したがって、ＰＰＳ信号を用いた同期の精度は相対的に高い。
【００８８】
　これに対し、ＴＡフレームによる同期は、ＴＡフレームの伝搬過程に由来する誤差が含
まれる。伝搬過程に由来する誤差とは、例えば、ＴＡフレームに対応する電波が空間を伝
搬するために要した時間や、復調、復号等の信号処理に要する時間に由来する誤差である
。また、伝搬過程に由来する誤差の大きさが、伝搬環境によって変動する場合もある。そ
のため、ＴＡフレームによる時刻同期の精度は、ＰＰＳ信号を用いた同期の精度よりも劣
ることが想定される。
【００８９】
　本実施形態において時刻補正部Ｆ４は、同期用情報としてのＰＰＳ信号を１秒毎に取得
できている場合には、ＰＰＳ信号を用いて車両時刻の修正（つまり同期処理）を実行する
。また、ＰＰＳ信号とＴＡフレームの両方をそれぞれ１秒毎に取得できている場合にも、
ＰＰＳ信号を用いて車両時刻の修正（つまり同期処理）を実行する。
【００９０】
　すなわち、時刻補正部Ｆ４は、ＴＡフレームよりもＰＰＳ信号を優先的に用いて同期処
理を実施するものとする。もちろん、他の態様としてＰＰＳ信号とＴＡフレームの両方を
取得できている場合には、ＰＰＳ信号とＴＡフレームを相補的に利用して同期処理を実行
する態様としてもよい。また、ＰＰＳ信号を受信できておらず、ＴＡフレームを受信でき
ている場合には、ＴＡフレームを用いて同期処理を実行する。
【００９１】
　誤差量評価部Ｆ５は、同期処理に用いた同期用情報の種類に応じて、基準時刻に対する
車両時刻の誤差の度合い（以降、誤差量）を推定する。具体的には、直近の同期処理が、
ＰＰＳ信号を用いて実行されている場合には、誤差量は相対的に小さいと判定する。また
、直近の同期処理が、ＴＡフレームを用いて実行されている場合には、誤差量は相対的に
大きいと判定する。
【００９２】
　また、一定時間以内に同期処理を実行できていない場合にも、誤差量は大きいと判定す
る。ここでの一定時間とは、同期処理を実施しない状態が継続することによって生じる基
準時刻に対する車両時刻の誤差が、後述する第１継続時間Ｔａを超過すると想定される時
間とすればよい。
【００９３】
　なお、ここでは一例として、誤差量評価部Ｆ５は、誤差量を大と小の２段階で評価する
態様とするが、これに限らない。例えば３段階以上で評価してもよい。例えば、一定時間
以上、同期処理を実行できていない場合の誤差量を大、一定時間以内にＴＡフレームを用
いた同期処理を実行できている場合の誤差量を中、一定時間以内にＰＰＳ信号を用いた同
期処理を実行できている場合の誤差量を小、と評価してもよい。
【００９４】
　また、別途後述するように、同期処理を実行してからの経過時間を用いて誤差量を評価
してもよい。なお、誤差量が小さいほど車両時刻の精度が高いことを表し、誤差量が大き
いほど車両時刻の精度が低いことを意味している。
【００９５】
　ガードインターバル決定部Ｆ６は、誤差量評価部Ｆ５が評価した誤差量に応じて、ガー
ドインターバルの継続時間を決定する。ここでのガードインターバルとは、通信時間帯が
切り替わるタイミングの前後において、情報の送信を禁止する時間帯を指す。以降では適
宜、ガードインターバルをＧＩと略して記載する。例えば、ガードインターバル決定部Ｆ
６をＧＩ決定部Ｆ６と記載するとともに、ガードインターバルの継続時間をＧＩ継続時間
と記載する。ＧＩはGuard Intervalの略である。
【００９６】
　ガードインターバルの継続時間が請求項に記載の送信禁止時間に相当し、ＧＩ決定部Ｆ
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６が請求項に記載の送信禁止時間調整部に相当する。
【００９７】
　このＧＩ決定部Ｆ６は、より具体的には、誤差量評価部Ｆ５が誤差量は小さいと評価し
ている場合には、図８に示すようにＧＩ継続時間を所定の第１継続時間Ｔａに決定する。
第１継続時間Ｔａは、例えば、従来構成におけるＧＩ継続時間と同程度の長さ（例えば２
ミリ秒）とすればよい。なお、第１継続時間Ｔａは、通信時間帯の継続時間（ここでは５
０ミリ秒）に応じて決定されればよく、例えば通信時間帯の２５分の１や５０分の１に相
当する時間としてもよい。
【００９８】
　また、ＧＩ決定部Ｆ６は、誤差量評価部Ｆ５が誤差量は大きいと評価している場合には
、ＧＩ継続時間を所定の第２継続時間Ｔｂに決定する。第２継続時間Ｔｂは、第１継続時
間Ｔａよりも長い時間であればよく、通信時間帯の長さに応じて適宜設計されればよい。
ここでは一例として、第２継続時間Ｔｂは６ミリ秒とするが、他の態様として、例えば通
信時間帯の１０分の１や、５分の１、３分の１等に相当する時間としてもよい。ただし、
第２継続時間Ｔｂは、通信時間帯の継続時間を２で割った時間よりも短いものとする。
【００９９】
　また、第２継続時間Ｔｂは、通信時間帯の継続時間から、第２継続時間Ｔｂを２倍した
時間を差し引いた時間が、データ送信を少なくとも１回は実施可能な長さとなる時間とす
ることが好ましい。
【０１００】
　図９は、ＧＩ決定部Ｆ６がＧＩ継続時間として第１継続時間Ｔａを採用している場合の
、通信時間帯とガードインターバルとの関係を表す概念図である。図中に示す時刻Ｔ（ｍ
）、Ｔ（ｍ＋１）、Ｔ（ｍ＋２）は、何れも時間帯判定部Ｆ２１が特定した切替タイミン
グに相当する時刻を表している。
【０１０１】
　時刻Ｔ（ｍ＋Ｔａ）は、時刻Ｔ（ｍ）から第１継続時間Ｔａ経過した時刻を表しており
、時刻Ｔ（ｍ＋１－Ｔａ）は、その時刻から第１継続時間Ｔａ後に、切替タイミングに相
当する時刻Ｔ（ｍ＋１）となる時刻を表している。時刻Ｔ（ｍ＋１－Ｔａ）は、言い換え
れば、次の切替タイミングから第１継続時間Ｔａだけ遡った時点の時刻である。
【０１０２】
　また、誤差量評価部Ｆ５が誤差量は大きいと評価している場合には、図１０に示すよう
に、ガードインターバルは、誤差量評価部Ｆ５が誤差量は大きいと評価している場合より
も相対的に長い時間継続される。なお、図中の時刻Ｔ（ｎ）、Ｔ（ｎ＋１）、Ｔ（ｎ＋２
）は何れも時間帯判定部Ｆ２１が特定した切替タイミングに相当する時刻を表している。
【０１０３】
　＜送受信処理部Ｆ２の構成について＞
　次に、送受信処理部Ｆ２の構成について述べる。送受信処理部Ｆ２は、より細かい機能
ブロックとして図１１に示すように、時間帯判定部Ｆ２１、チャネル切替部Ｆ２２、送信
可否判定部Ｆ２３、送信処理部Ｆ２４、及び受信処理部Ｆ２５を備える。これらの機能ブ
ロックも、他の機能ブロックと同様に１つ又は複数のＩＣを用いてハードウェア的に実現
されても良い。
【０１０４】
　時間帯判定部Ｆ２１は、時刻保持部Ｆ１が保持している車両時刻に基づいて、通信時間
帯が切り変わるタイミングである切替タイミングを特定する。また、時刻保持部Ｆ１が保
持している車両時刻に基づいて、現在の通信時間帯がＣＣＨ時間帯であるか、ＳＣＨ時間
帯であるかを判定する。
【０１０５】
　便宜上、時間帯判定部Ｆ２１によってＣＣＨ時間帯と判定されている時間帯を推定ＣＣ
Ｈ時間帯と称し、時間帯判定部Ｆ２１によってＳＣＨ時間帯と判定されている時間帯を推
定ＳＣＨ時間帯と称する。このように呼称を区別する理由は、時間帯判定部Ｆ２１による
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通信時間帯の切り替わりは、車両時刻に準拠して行われるため、実際のＣＣＨ時間帯やＳ
ＣＨ時間帯とずれている可能性があるためである。
【０１０６】
　チャネル切替部Ｆ２２は、車両側制御部２１から指示されたチャネル制御態様に従って
、送受信対象チャネルを切り替える。具体的には、チャネル保持態様が指示されている場
合には、その指示が解除されるまで、又は、その指示の有効期限が切れるまで、指示され
た通信チャネルを送受信対象チャネルに設定した状態を保持する。
【０１０７】
　また、交互切替態様が指示されている場合には、時間帯判定部Ｆ２１が特定している切
替タイミングで、送受信対象チャネルを切り替える。例えば、現在がＣＣＨ時間帯である
場合にはコントロールチャネルを送受信対象チャネルに設定する。また、ＣＣＨ時間帯か
らＳＣＨ時間帯へ切り替わるタイミングでは、送受信対象チャネルをコントロールチャネ
ルから車両側制御部２１から指示されているサービスチャネルへと切り替える。
【０１０８】
　送信可否判定部Ｆ２３は、時刻保持部Ｆ１が保持している車両時刻と、時間帯判定部Ｆ
２１が特定した切替タイミングと、ＧＩ決定部Ｆ６によって決定されているＧＩ継続時間
に基づいて、現在がデータ送信可能な時間であるか否かを判定する。データ送信可能な時
間とは、ガードインターバルではない時間である。例えば図９において、データ送信可能
な時間とは、例えば、時刻Ｔ（ｍ＋Ｔａ）から、時刻Ｔ（ｍ＋１－Ｔａ）までである。
【０１０９】
　送信処理部Ｆ２４は、送信可否判定部Ｆ２３によって送信可能な時間であると判定され
ている場合に、車両側制御部２１から入力された送信用データを変復調部２３２に出力し
て送信させる。なお、送信用データを送信するか否かは、送信可否判定部Ｆ２３の判定結
果だけでなく、周知のキャリアセンス処理の結果に基づいて決定されてもよい。送信可否
判定部Ｆ２３の判定結果等に由来して送信待機状態となったデータは、ＲＡＭ２３４２に
一時的に保存されればよい。
【０１１０】
　受信処理部Ｆ２５は、変復調部２３２から入力された受信データを取得して、車両側制
御部２１に提供する。
【０１１１】
　＜実施形態のまとめ＞
　以上の構成では、誤差量評価部Ｆ５が基準時刻に対する車両時刻の誤差量を評価し、Ｇ
Ｉ決定部Ｆ６が、誤差量評価部Ｆ５の評価結果に応じたＧＩ継続時間を決定する。具体的
には、誤差量評価部Ｆ５が誤差量は大きいと評価した場合には、ＧＩ継続時間を、誤差量
評価部Ｆ５が誤差量は小さいと評価した場合に採用する第１継続時間Ｔａよりも長い第２
継続時間Ｔｂとする。
【０１１２】
　このような態様による効果を、図１２を用いて述べる。図１２は、基準時刻に対して車
両時刻が第１継続時間Ｔａ以上早まっている場合における、従来構成と本実施形態の作動
を比較するための図である。ここでの従来構成とは、ＧＩ継続時間が、第１継続時間Ｔａ
と同じ長さで固定されている構成である。
【０１１３】
　図１２中における時刻Ｔ（ｐ）、Ｔ（ｐ＋１）、Ｔ（ｐ＋２）は、何れも時間帯判定部
Ｆ２１が特定した切替タイミングに相当する時刻を表している。また、時刻Ｔ（ｑ）、Ｔ
（ｑ＋１）、Ｔ（ｑ＋２）は、基準時刻に基づいた切替タイミングを表している。ΔＴは
、基準時刻に対する車両時刻のずれ量を表している。
【０１１４】
　時間帯判定部Ｆ２１は、時刻Ｔ（ｐ）から時刻Ｔ（ｐ＋１）までをＣＣＨ時間帯である
と判定し、時刻Ｔ（ｐ＋１）から時刻Ｔ（ｐ＋２）までをＳＣＨ時間帯であると判定して
いる。実際には、時刻Ｔ（ｑ）から時刻Ｔ（ｑ＋１）までがＣＣＨ時間帯であり、時刻Ｔ
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（ｑ＋１）から時刻Ｔ（ｑ＋２）までがＳＣＨ時間帯である。
【０１１５】
　このような状況において、仮に車両側装置２が、ＳＣＨ時間帯開始後のガードインター
バルが満了した直後にデータ送信を実施する場合の作動について、従来構成と本実施形態
との比較を行う。
【０１１６】
　まずは、従来構成の作動について述べる。従来構成のＧＩ継続時間は、第１継続時間Ｔ
ａ相当であって、ここで想定している状況においては、ＧＩ継続時間は、基準時刻とのず
れ量ΔＴよりも小さい。したがって、ＳＣＨ時間帯開始後のガードインターバルが満了し
た直後においては、真の通信時間帯は未だＣＣＨ時間帯である。そのため、ＳＣＨ時間帯
開始後のガードインターバルが満了した直後においては、周囲の通信装置は未だ送受信対
象チャネルをコントロールチャネルに設定している可能性が高い。
【０１１７】
　その結果、従来構成の車両側装置が、ＳＣＨ時間帯開始後のガードインターバルが満了
した直後にデータ送信を実施しても、送受信対象チャネルの不整合により、送信したデー
タが受信されない恐れがある。
【０１１８】
　これに対し、本実施形態においては、誤差量評価部Ｆ５によって誤差量が大きいと評価
されている場合には、ＧＩ継続時間として第２継続時間Ｔｂを採用する。仮にＧＩ継続時
間として第２継続時間Ｔｂが採用されている場合には、図１２の下段に示すように、ＳＣ
Ｈ時間帯開始後のガードインターバルが満了した時点において、真の通信時間帯もまたＳ
ＣＨ時間帯に遷移している可能性が高い。そのため、サービスチャネルを用いたデータ送
信を実施したタイミングにおいて、周囲の通信装置もまた送受信対象チャネルを、データ
受信可能なサービスチャネルに設定している可能性が高い。
【０１１９】
　したがって、本実施形態によれば従来構成に対して、送受信対象チャネルの不整合によ
り、送信したデータが受信されない恐れを低減することができる。
【０１２０】
　ところで、仮にＰＰＳ信号に基づいた同期処理を現在から一定時間以内に実施できてい
る場合には、基準時刻とのずれ量ΔＴは、第１継続時間Ｔａ未満に収まることが期待でき
る。逆説的に、基準時刻とのずれ量ΔＴが第１継続時間Ｔａを超過する場合とは、ＰＰＳ
信号に基づいた同期処理を一定時間以上実行できていない場合などである。また、誤差量
評価部Ｆ５が誤差量は大きいと評価する場合とは、現在から一定時間以内にＰＰＳ信号に
基づいた同期処理が実行できていない場合などである。
【０１２１】
　つまり、基準時刻とのずれ量ΔＴが第１継続時間Ｔａ以上となる場合には、誤差量評価
部Ｆ５によって誤差量が大きいと評価されていることが期待できる。したがって、基準時
刻とのずれ量ΔＴが第１継続時間Ｔａ以上となる場合には、ＧＩ継続時間としても第２継
続時間が採用されている可能性が高い。その結果、本実施形態によれば比較構成に対して
上述した効果を奏することができる。
【０１２２】
　また、ガードインターバルは、切替タイミングの直後だけでなく、切替タイミングの直
前にも配置される。したがって、基準時刻に対して車両時刻が第１継続時間Ｔａ以上遅れ
ている場合にも同様に、受信側の通信装置との送受信対象チャネルの不整合に起因して、
送信したデータが受信側の通信装置で受信されない恐れを低減することができる。
【０１２３】
　なお、基準時刻に対する車両時刻の誤差量が増加する場合とは、ＰＰＳ信号を用いた同
期処理や、ＴＡフレームを用いた同期処理を実行できない状況が継続している場合である
。例えば、路側機１が設けられていないトンネルを車両が走行している場合には、ＧＮＳ
Ｓ衛星からの電波をＧＮＳＳ受信機２２が受信できないため、ＰＰＳ信号は出力されない
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。そのため、ＰＰＳ信号を用いた同期処理や、ＴＡフレームを用いた同期処理を実行でき
ない状況が継続する。
【０１２４】
　そのように、トンネル内等においては、各車両における車両時刻の精度は、各車両が備
えるクロック生成器２３３に依存するため、各車両が保持している車両時刻にはばらつき
が発生する。したがって、各車両がサービスチャネルを用いて車車間通信を実施しようと
しても、切替タイミングの直前及び直後においては各車両の送受信対象チャネルが整合し
ていない恐れがある。
【０１２５】
　本実施形態によれば、トンネル内等、各車両が保持している車両時刻がばらつきやすい
状況においてはＧＩ継続時間を相対的に長い時間とするため、各車両の送受信対象チャネ
ルの不整合に起因して通信が失敗する恐れを低減することができる。
【０１２６】
　また、ＧＮＳＳ受信機２２がＧＮＳＳ衛星からの電波を捕捉している場合等、誤差量が
小さいと想定される場合には、ＧＩ継続時間を相対的に小さい値とする。これにより、デ
ータを送信するための時間を十分に確保することができる。
【０１２７】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものでは
なく、以下の種々の変形例も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を
逸脱しない範囲内で種々変更して実施することができる。
【０１２８】
　［変形例１］
　ＧＩ決定部Ｆ６は、同期処理を前回実施してからの経過時間に応じて、ＧＩ継続時間を
長くしてもよい。同期処理を前回実施してからの経過時間が長くなるほど、クロック生成
器２３３の精度に応じた誤差が蓄積されていくためである。
【０１２９】
　例えば、ＧＩ決定部Ｆ６は、図１３に示すように同期処理を実行してから所定の保持時
間Ｔｈｌｄは、ＧＩ継続時間として誤差量評価部Ｆ５が同期用情報の種類に基づいて評価
した誤差量に応じた時間を保持する。
【０１３０】
　図中の実線は、同期用情報の種類に基づいて、誤差量評価部Ｆ５が同期処理の結果とし
て得られた車両時刻の誤差量（以降、初期誤差量）は小さいと評価した場合のＧＩ継続時
間の推移を表している。また、破線は、同期用情報の種類に基づいて初期誤差量は大きい
と評価した場合のＧＩ継続時間の推移を表している。
【０１３１】
　初期誤差量に応じたＧＩ継続時間を保持する保持時間Ｔｈｌｄは、同期用情報を取得す
る間隔とすればよい。例えばＰＰＳ信号やＴＡフレームを取得できる環境に車両が存在す
る場合、ＰＰＳ信号やＴＡフレームは１秒毎に取得できる。したがって、保持時間Ｔｈｌ
ｄは１秒とすればよい。
【０１３２】
　また、同期処理を実行してからＴｈｌｄ秒経過した場合には、その超過時間に応じてＧ
Ｉ継続時間を、所定の上限値Ｔｍａｘに達するまで単調増加させていく。上限値Ｔｍａｘ
は、適宜設計されればよいが、通信時間帯の継続時間からＴｍａｘの２倍を差し引いた時
間が、データ送信を少なくとも１回は実施可能な長さとなる時間とすることが好ましい。
例えば、通信時間帯の継続時間の３分の１に相当する時間とすればよい。
【０１３３】
　以上の構成によれば、同期用情報の種類だけでなく、同期処理を前回実施してからの経
過時間に応じたＧＩ継続時間を適用することができる。これにより、通信装置が保持して
いる時刻情報の誤差に起因して、通信が失敗する恐れをより一層低減できる。
【０１３４】
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　なお、以上では、同期処理を実行してから保持時間Ｔｈｌｄ経過するまでは、ＧＩ継続
時間を一定の値とする態様を例示したが、これに限らない。保持時間Ｔｈｌｄの概念を適
用せずに、同期処理を実行してからの経過時間に応じて、ＧＩ継続時間を上限値Ｔｍａｘ
に達するまで単調増加させていく態様としてもよい。
【０１３５】
　また、図１３では、ＧＩ継続時間を上限値Ｔｍａｘに達するまで、経過時間に応じて一
定の傾きで増加させていく態様を例示したがこれに限らない。経過時間を変数とした指数
関数や対数関数、二次関数などを用いて、ＧＩ継続時間を決定しても良い。さらに、ＧＩ
継続時間は、階段状に増加していく態様としてもよい。
【０１３６】
　また、以上ではＧＩ決定部Ｆ６が同期処理を前回実施してからの経過時間に応じて直接
的にＧＩ継続時間を調整する態様を例示したが、これに限らない。他の態様として、誤差
量評価部Ｆ５が、同期処理を前回実施してからの経過時間に応じて、誤差量の評価を逐次
更新し、ＧＩ決定部Ｆ６は、その逐次更新される誤差量に応じたＧＩ継続時間を採用する
態様としてもよい。
【０１３７】
　その場合、誤差量評価部Ｆ５は、同期処理を前回実施してからの経過時間が長いほど、
誤差量が大きいと評価する。誤差量は、線形的な数値として表されても良いし、段階的に
予め設定されているレベルとして表されてもよい。そして、ＧＩ決定部Ｆ６は、誤差量評
価部Ｆ５が評価している誤差量が大きい程、ＧＩ継続時間を長くする。
【０１３８】
　［変形例２］
　以上では、同期用情報の種類に応じて、誤差量を評価する態様を例示したが、これに限
らない。例えば誤差量評価部Ｆ５は、同期用情報の種類に依らずに、同期処理を実施した
直後においては誤差量は相対的に小さいレベルにあると評価するとともに、当該同期処理
を実行してからの経過時間に応じて誤差量をより大きく評価していく態様としてもよい。
つまり、誤差量の評価方法として、必ずしも同期用情報の種類を用いる必要はない。
【０１３９】
　［変形例３］
　ＧＩ決定部Ｆ６は、誤差量評価部Ｆ５が評価している誤差量に加えて、送信しようとし
ているデータの重要度に応じて、ＧＩ継続時間を決定してもよい。送信しようとしている
データの重要度が高い程、ＧＩ継続時間を長くする。つまり、この変形例３におけるＧＩ
決定部Ｆ６は、誤差量評価部Ｆ５が評価している誤差量に応じて仮決めし、その仮決めし
たＧＩ継続時間を、送信しようとしているデータの重要度が高いほど、長くする。
【０１４０】
　例えば、この変形例３は次のように実現すればよい。まず、送受信処理部Ｆ２は図１４
に示す重要度取得部Ｆ２６を備える。重要度取得部Ｆ２６は、ＣＰＵが所定のプログラム
を実行することによって実現されてもよいし、１つ又は複数のＩＣを用いてハードウェア
として実現されてもよい。なお、図１４において、ＧＩ決定部Ｆ６がＧＩ継続時間を決定
する上で関わらない部材については図示を省略している。
【０１４１】
　重要度取得部Ｆ２６は、車両側制御部２１から入力された送信用のデータの重要度を取
得する。データの重要度は、車両側制御部２１から通知されればよい。車両側制御部２１
は、送信用のデータを車両側ＷＡＶＥ通信部２３に提供する際には、その重要度も提供す
る。データの重要度は、データの種類に応じて予め決定されていればよい。データの種類
毎の重要度を示すデータは，ＲＯＭ２１３に格納されていればよい。
【０１４２】
　なお、他の態様として、データの種類毎の重要度を示すデータをＲＯＭ２３４３に登録
しておき、重要度取得部Ｆ２６が、車両側制御部２１から入力された送信用のデータの重
要度を特定する態様としてもよい。



(19) JP 6406193 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

【０１４３】
　そして、重要度取得部Ｆ２６は、送信処理部Ｆ２４が送信しようとしているデータの重
要度をＧＩ決定部Ｆ６に通知する。ＧＩ決定部Ｆ６は、誤差量評価部Ｆ５が評価している
誤差量に加えて、送信しようとしているデータの重要度に応じて、ＧＩ継続時間を決定す
る。そして、送信可否判定部Ｆ２３は、ＧＩ決定部Ｆ６によって決定されたＧＩ継続時間
に従って、送信の可否を判定する。
【０１４４】
　このような態様によれば、相対的に重要度が高いデータ（以降、重要なデータ）を送信
する場合には、ＧＩ継続時間が長くなる。そのため、重要なデータは、時間帯判定部Ｆ２
１が判定している通信時間帯の中央付近で送信されるようになる。切替タイミングの前後
は、ガードインターバルによって送信が禁止されるためである。当然、通信時間帯の中央
に近いほど、受信側の送受信対象チャネルと自車両の送受信対象チャネルとが不整合とな
っている恐れは抑制される。
【０１４５】
　つまり、以上で述べたように送信しようとしているデータの重要度が高い程、ＧＩ継続
時間を長くすることで、重要なデータが受信側の通信装置で受信される可能性を高めるこ
とができる。なお、この変形例３は、上述の変形例１や変形例２と組み合わせてもよい。
【０１４６】
　［変形例４］
　以上では、時間帯判定部Ｆ２１は、ＴＡフレームやＰＰＳ信号を用いて修正された時刻
情報に基づいて、切替タイミングを特定する態様を例示したが、これに限らない。他の車
両がサービスチャネルを用いた通信を実施しているか否かに基づいて、切替タイミングを
特定してもよい。他の車両がサービスチャネルを用いた通信を実施している場合には、そ
の時間帯はＳＣＨ時間帯である可能性が高いためである。
【０１４７】
　なお、切替タイミングを特定するということは、車両時刻を基準時刻にあわせるための
処理を実施することに相当する。すなわち、他の車両がサービスチャネルを用いた通信を
実施しているか否かを示す情報（以降、ＳＣＨ利用情報）もまた、請求項に記載の同期用
情報の一例に相当する。
【０１４８】
　例えば、この変形例４における車両側装置２は次のように構成されればよい。なお、前
提として、複数のサービスチャネルのうち、車車間通信に用いられるサービスチャネル（
以降、車車間通信用チャネル）は予め定められているものとする。また、イグニッション
電源（以降、ＩＧ電源）オン直後の初期状態において、車両側ＷＡＶＥ通信部２３は、チ
ャネル制御態様として、コントロールチャネルを送受信対象チャネルとするチャネル保持
態様を採用する。
【０１４９】
　このような前提のもと、車両側制御部２１は、ＩＧ電源がオンとなってから一定時間経
過したタイミングで、チャネル制御態様を交互切替態様とするように車両側ＷＡＶＥ通信
部２３に指示する。ここでの一定時間は適宜設計されればよく、例えば３０秒などとすれ
ばよい。
【０１５０】
　なお、ＩＧ電源がオンとなってから一定時間経過するまでの間に、車両側ＷＡＶＥ通信
部２３において同期処理が実行された場合には、このＩＧ電源オンから一定時間経過した
ことに基づくチャネル制御態様の指示出力はキャンセルされればよい。
【０１５１】
　チャネル切替部Ｆ２２は、車両側制御部２１からの指示にも基づいて、チャネル制御態
様をチャネル保持態様から交互切替態様へと切り替える。このとき複数のサービスチャネ
ルのうち、コントロールチャネルからの切り替え先として採用するサービスチャネルは、
車車間通信用チャネルとする。
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【０１５２】
　ここで、自車両周辺に他車両が存在する場合には、送受信対象チャネルを車車間通信用
チャネルに設定している間、送受信処理部Ｆ２は、他車両から送信されたデータを受信す
る。送受信処理部Ｆ２は、他車両から送信されたデータを受信すると、その旨を同期用情
報取得部Ｆ３に通知する。これにより、同期用情報取得部Ｆ３は、同期用情報として、他
車両がサービスチャネルを用いた通信を実施しているという情報を取得する。
【０１５３】
　時刻補正部Ｆ４は、他車両がサービスチャネルを用いた通信を実施しているという事実
から、現時刻は少なくともＳＣＨ時間帯に該当する時間帯であると判定する。また、時刻
補正部Ｆ４は、図１５に示すように、送受信対象チャネルを車車間通信用チャネルに設定
して最初に他車両からのデータを取得した時点ＴｘからＧＩ継続時間遡った時刻Ｔｙを、
ＣＣＨ時間帯からＳＣＨ時間帯へ切り替わったタイミングであるとみなす。ここでのＧＩ
継続時間は、第１継続時間Ｔａとすればよい。
【０１５４】
　そして、時刻補正部Ｆ４は、時刻Ｔｙが、ＣＣＨ時間帯からＳＣＨ時間帯へ切り替わる
タイミングと一致するように車両時刻を修正する。
【０１５５】
　このような態様によれば、例えば、車両のイグニッション電源がオンとなった直後など
、車両側装置２が、ＰＰＳ信号やＴＡフレームに基づいた同期処理を未だ実施できていな
い状況において、速やかに車車間通信などの開始できるようになる。ただし、ＰＰＳ信号
やＴＡフレームに基づいた同期処理が実行されるまでは、データの送信は実行しないこと
が好ましい。これは誤差量が大きいことが想定されるためである。
【０１５６】
　なお、本変形例４では、他車両が車車間通信を実施し始めた時点Ｔｘから、ＧＩ継続時
間遡ったタイミングを、ＣＣＨ時間帯からＳＣＨ時間帯へ切り替わったタイミングとみな
す態様を例示したが、これに限らない。他車両が車車間通信を実施し始めた時点Ｔｘを、
ＣＣＨ時間帯からＳＣＨ時間帯へ切り替わったタイミングとみなしてもよい。
【０１５７】
　［変形例５］
　以上では、車両側装置２におけるＧＩ継続時間を動的に変更して運用する態様を例示し
たが、これに限らない。路側機１においても同様の処理を実施してもよい。つまり、請求
項に記載の通信装置は、車両側装置２に限らず、路側機１であってもよい。
【０１５８】
　［変形例６］
　以上では、ＷＡＶＥ通信を実施する通信装置として、車両側装置２や、路側機１を例示
したが、これに限らない。ＷＡＶＥ通信を実施する通信装置として、歩行者によって携帯
される通信装置（以降、携帯端末）が存在してもよい。また、そのような携帯端末にも、
上述の車両側装置２と同様に、ＧＩ継続時間を動的に変更して運用させてもよい。つまり
、請求項に記載の通信装置は、携帯端末であってもよい。
【符号の説明】
【０１５９】
１００　移動体通信システム、１　路側機、２　車両側装置（通信装置）、１１　路側Ｗ
ＡＶＥ通信部、１２　路側制御部、２１　車両側制御部、２２　ＧＮＳＳ受信機、２３　
車両側ＷＡＶＥ通信部、２１Ａ　チャネル制御態様指示部、２１Ｂ　受信データ取得部、
２１Ｃ　データ生成部、２３１　アンテナ、２３２　変復調部、２３３　クロック生成器
、２３４　通信制御部、Ｆ１　時刻保持部、Ｆ２　送受信処理部、Ｆ３　同期用情報取得
部、Ｆ４　時刻補正部、Ｆ５　誤差量評価部、Ｆ６　ＧＩ決定部（送信禁止時間決定部）
、Ｆ２１　時間帯判定部、Ｆ２２　チャネル切替部、Ｆ２３　送信可否判定部、Ｆ２４　
送信処理部、Ｆ２５　受信処理部、Ｆ２６　重要度取得部、１２１・２１１・２３４１　
ＣＰＵ、１２２・２１２・２３４２　ＲＡＭ、１２３・２１３・２３４３　ＲＯＭ
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